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福島から広がる、介護のネットワーク　　　＜ホームページ　http://www.fcma.jp＞

福島のケアマネ  ネットワーク

「福マネット」とは“福島のケアマネジャーのネットワークを深めていこう！”という思いが込められています。

一般社団法人福島県介護支援専門員協会機関誌
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一般社団法人  福島県介護支援専門員協会  副会長

柴　田　香　織

なり研修を企画・実施することにはなりますが、
前記のとおり多くの新しい科目が増え、それに
伴い大幅に研修時間が増加されます。特に初年
度である28年度は、研修開催にあたり法定研修
部では研修内容の綿密な検討がされてはおりま
すが、予定通り実行するには多くの困難が想定
されます。この見直された研修は法定研修部だ
けの問題だけではなく、協会全体、ひいては会
員一人ひとりのことでもありますので、皆様に
当事者意識を持って研修にご出席していただく
ようにお願い申し上げます。
　また、ご承知のとおり平成27年度から当協会
で実施する研修は、担当部と地域協議会の合同
開催となりました。各協議会が担当することに
より、会員の皆様により身近なものとして、企
画から開催まで会員の皆様の声が生かされる研
修を開催したいと考えております。会員の皆様
の学習意欲を支援し、より質の高い仕事ができ
るように共に考えて開催することを目標として
おり、一部の役員や担当者だけで考えて開催す
るのではなく、会員の皆様の総意が反映できる
ように望んでおります。
　会員の皆様におかれましては、忙しく日々の
仕事に追われているとは思いますが、介護支援
専門員研修をはじめ、当協会の事業に貴重なお
時間をいただくことで、より充実した研修が開
催できますよう心からお願い申し上げます。

巻 頭 言

　平成28年度における当協会の課題は、介護支
援専門員研修制度の見直しだと考えます。地域
包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとす
る多職種と連携・協働しながら、利用者の尊厳
を旨とした自立支援に資するケアマネジメント
を実践できる専門職を養成するため、介護支援
専門員に係る制度が見直されることとなりまし
た。具体的には、入口の研修である介護支援専門
員実務研修を充実させるため、任意の研修となっ
ている介護支援専門員実務従事者基礎研修が介
護支援専門員実務研修に統合されます。そして
主任介護支援専門員には更新研修が創設されま
す。さらに、専門職として修得すべき知識・技
術を確認するため、各研修修了時に修了評価が
実施されます。また、新たな科目が増設される
ことから研修時間が従来より５割ほど長くなり
ます。この見直された研修を実行するためには、
今まで以上に会員の皆様のご協力をお願いする
ことになります。当協会の法定研修部が中心と
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郡山市介護支援専門員連絡協議会のご紹介
　郡山市介護支援専門員連絡協議会では特徴として、
月1回研修会を開催しています。内容は、介護保険制
度改正時には改正内容の理解を目的とし、また実務に
即するものとして相談援助技術、ケアプラン作成時の
視点など、更には会員自身の問題解決への手段として
ストレス解消や自分を見つめるための方法など多肢に
亘っています。
　しかし、介護支援専門員が誕生してから15年が経ち、
ベテランと呼べる方々も増えてきており、研修に出る
までもなく各事業所内や個人で問題を解決できるよう
になったのか、研修への参加人数は徐々に減少してい
ます。そのため毎回の研修内容について担当の研修委
員会が頭を悩ませています。それでも、毎年新人の介
護支援専門員は生まれるわけですから、その方々が迷っ
たときに利用してもらいたい研修でもあり続けたいと
願っています。そこで、今会員が考えていること、迷っ
ていること、困っていることを何でもいいから話し合
える場所があってもいいのではないかと考え、最近は

近森　純子近森　純子

郡山市介護支援専門員
連絡協議会
郡山市介護支援専門員
連絡協議会

会長会長
結結

講義だけでなく、グループで色々なことを言い合える
ようなスタイルの研修も開催しています。
　併せて毎年懇親会を開催していましたが、夜はなか
なか参加できない方もいますので、平成27年度は日中
に茶話会を実施しました。グループでいくつかのテー
マを基に話し合ってもらい、色々な見方や考え方、悩
みごとなどを聞いたり話したりすることで、自分だけ
じゃなかった…と安心したり、考えもしなかった仕事
の進め方に気付いたりできた方が多かったようです。
　介護支援専門員は対人援助の仕事です。人を相手にす
る以上、それぞ
れ に 応じ たア
プ ローチ が 存
在します。だか
ら様 々な 手 段
を知っているこ
と、使えること
が 必要な技 術
と言えます。

　本来、入退院の連絡は当事者家族がケアマネに知ら
せるものですが、独居や認知症や重篤な病状と様々な
理由から、連絡が漏れてしまいます。また、病院側も
担当ケアマネがわからないなどの理由から連絡ができ
ない場合もあります。そこで、できる限り入退院の情
報が共有できるようにとルール作りが始まりました。

　県南地域では、県南保健福祉事務所が調整役となり、
居宅部会（４ヶ所の居宅と県南ケアマネ協会）、病院
部会（４病院の地域連携室）が個々に部会を開催し、
合同会議から全体会議を経てガイドラインが完成し平
成28年4月から施行します。

福島県県南地域の退院支援ルール作りについて、その概要をお知らせします。福島県県南地域の退院支援ルール作りについて、その概要をお知らせします。
福島県県南地域介護支援専門員協会　千葉　喜弘福島県県南地域介護支援専門員協会　千葉　喜弘

◎退院支援とは、退院後の高齢者が円滑
に在宅生活へ戻れるように、医療（病院）
と介護（ケアマネジャー、地域包括支
援センター）及び市町村が連携して退
院に向けた調整を行うことです。

◎退院支援ルールとは、県南地域の病院と
居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）、
地域包括支援センター、市町村が連携し、
高齢者の入院から退院までの情報を共有
しながら、退院に向け、介護サービスの
調整等を行う仕組みです。ここでは、ケ
アマネが決まっているケースの例を示し
ます。これからは、できるかぎり利用者に
寄り添って切れ目のない支援が展開され
ることを願っています。詳しくは、白河市
医師会・東白川郡医師会のホームページ
に掲載されていますのでご覧ください。



（ 3 ）第 12 号 福マネット

「多職種共動」の歩み＠福島2016レポート
去る３月12日㈯福島市で行われた福島県専門職６団体による合同研修会についてレポートします。

二本松病院附属介護老人保健施設
安田　晴絵

　浪江町の会議へ専門職チームで参加した事を
機に、震災から１年後の平成24年３月よりサポー
トセンター安達でサロン活動を開始した。サロン
活動を通して馴染みの関係を作りたい。ふとした
会話の中から今何に困っているのかが見つかる
のではないか。見つけた課題を解決することがで
きなくても、解決に向けての手伝いをしたい。ま
た突然住み慣れた故郷を追われ、仮設住宅とい
う非日常的な環境に置かれることになり、どうし
ても仮設住宅に引きこもりがちになってしまって
いる方々に、外へでる機会を持って欲しい。そし
て、作業療法士や精神保健福祉士、医療ソーシャ
ルワーカー、ケアマネなど他職種でかかわること
で、多角的に、様々なニーズに対応できるように
したいと考え活動を開始した。

　活動は毎月第４
土曜日の10時から
２時間程度行って
いる。まず参加者
全員で近況報告を
行い、場が和んだ
ところで体操を行
う。その後参加者
主 体 で 料 理 を 作

り、できた料理を皆で食べながらおしゃべりを
してもらっている。
　活動開始して間もない頃から、私達主体では
なく参加者主体へと移行したいと考えていたの
だが、上手く移行する事はできなかった。しか
し会を「コスモスの会」と命名できた事で参加
者同士の絆が強まり、現在も活動を継続するこ
とができている。
　活動を継続し同じ時間を共有してきたことに
よって「外から来ている人」という感覚が薄
れ、気を使わない関係を築く事ができたのでは

な い か と 思 う 。
「いつも来てくれ
る人、顔なじみの
人 達 」 だ か ら こ
そ、心を開き色々
な話をしてくれ、
その会話の中から
「避難者の課題」
「被災地の課題」が見えてくるように思う。
　この活動を通し、私が専門職としてできた事
は「受容」と「共感」、時々「情報提供」と
「つなぐこと」だけで、何かの問題を解決でき
たわけではないかもしれない。しかし安心して
将来の不安や不満、楽しみにしていること、嬉
しかったことなど何でも話せる場を作る事がで
きたのではないかと思う。
　この活動のきっかけは、専門職チームだから
こそ出来た活動だった。 しかし活動が安定した
今、専門職チームとしての活動を終了し、今後
は一参加者として「コスモスの会」に参加して
いくこととした。
 震災から5年が経過し、仮設住宅へ支援に入っ
てくれる団体も少なくなってきている。しかし
私達は仮設住宅がここにあり、参加してくれる
人がいる限りはこの活動を継続したい。そして
ここで得られた関係を大切にし、今後もそれぞ
れの思いに寄り添っていきたいと思う。
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　会員の皆さん、お近くの介護支援専門員（有資格者）に、協会への新規入会及び再入会をお誘いいただくようお願いします！
　また、会費の自動振替を勧めています。口座振替依頼書を提出されていない方はお早めに地域協議会事務局に提出いただきます
よう重ねてお願い致します。口座振替依頼書は、お近くの金融機関（ゆうちょ銀行は除く）で入手できますので、窓口にて「F―NET用
の振替依頼書」とお申し出下さい。詳しくは協会ホームページをご覧下さい。

新規会員募集とF－NET口座引き落としのお願い

　出題された問題を見て、「もし再び受験したら合格できる自信がない」と漏らす現役の介護支援専門員も多
いほど、今回の試験も難関でありました。
　しかし、過去のデータを見ると合格率が15％台であった第14回と第16回がそれぞれ翌年に合格率が19％台に
上昇したように、合格率が低調だった翌年は、受験生が学習方法を再検討し取り組むためなのか合格率が上が
る傾向にあるようです。
　ぜひ、過去の例に沿って第19回の試験においても合格率が上昇できますよう、介護支援専門員の皆様もお近
くの受験生へのお力添えをお願いします。

受験者数（　）内は昨年度の結果（福島県介護保険室ホームページから）

受験者数 合格者数 合格率
2,434人（2,959人） 316人（495人） 13.0%（16.7%）

◆ 第18回介護支援専門員実務研修受講試験の結果及び合格基準等について ◆
　平成27年10月11日に実施されました、第18回
介護支援専門員実務研修受講試験の合格者数及
び合格率は右表のような結果でした。

伊達すりかみ荘指定居宅介護支援事業所
貝沼　勝敏

　福島県専門職6団体（社会福祉士会、精神保健
福祉士会、介護支援専門員協会、理学療法士会、
作業療法士会、医療ソーシャルワーカー協会）合
同研修会『多職種共動』の歩み@福島2016が行わ
れ、県内外の専門職が集まりました。実践報告と
して被災した南相馬に住みながら理学療法士と
して、そして地域支援で様々な活動されている小
野田修一さんより５年前の災害当時のことから現
在に至るまでの葛藤や苦悩してきた心の動きとこ
れからの課題について、そして浪江町で生活支援
相談員として勤務され現在は社会福祉協議会副
主査をされている池崎悟さんから、生活支援相談
員の視点から被災地で仮設住宅等に住む人たち
の現状と今現在続けられている活動について話を
していただきました。報告では、５年たった今も
MSWなどの専門職が絶対的に少ない状況であり
患者が自宅に戻ることに支障がでていることや避
難長期化による支援の在り方、住み替えによる今

まで築いたコミュニティの崩壊など今もなお問題
が山積している実態を知ることができました。
　第二部ではパネルディスカッションが行われ、
専門職の方々から様々な意見や考えが交わされま
した。
　専門職の方からの話で、協働ではない共動
（comoving）とは専門職の垣根を越えて同じ方
向・同じスピードでともに進んでいくことである
という考え方、多職種連携の在り方として「繋が
る」ことは一方通行ではなく双方向である必要性
があること、繋がることで可能になる力（実現で
きる力）を増やすことができる等、これからの連
携について多く学ぶことできました。各職種の現
場レベルでもっと「顔の向こう側が見える関係」
を作っていくことができれば専門職同士が同じ方
向・同じ歩幅で歩み、地域包括ケアシステムを支
えていけるように感じました。今回研修を受け、
それぞれで活動する「他職種」ではなく、多くの
人で地域を支えていく「多職種」がこの福島で芽
生えそしてその輪が広がり続けていることを実感
できた研修でした。


